
基点第二十七号　加茂郡川辺町下川辺と美濃加茂市下米田町とに架かる青柳大橋の右岸下流端から下流二十四メートルの点

基点第二十八号　加茂郡川辺町下川辺と美濃加茂市下米田町とに架かる青柳大橋の左岸下流端から下流十二メートルの点

基線第十八号　　下呂市金山町井尻地先と同市金山町田島地先とに設置された七宗発電所えん堤の下流端の線

漁業の位置及び区域

基点第二十七号と基点第二十八号とを結ぶ線から基線第十八号までの飛騨川、

雄鳥川、飯田川、水無瀬川、尾賀野川、神渕川、飯高川、葛屋川、間見川、

奥田川、八日市川、葉津川、杉洞川、白川、田代沢川、黒川、赤川、栃平川、

柿反川、洞山川、柏本川、西洞川、佐広川、曲坂川、大明神川、新巣川、

佐見川、稲田川、小野日蔭川及び菅田川並びにそれらの支派川
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中津川市（平成十七年二月十二日における恵那郡加子母村の区域に限る。）、美濃加

茂市、下呂市（平成十六年二月二十九日における益田郡金山町の区域に限る。）並

びに加茂郡川辺町、七宗町、八百津町、白川町及び東白川村

あゆ漁業、あまご漁業、にじます漁業、こい漁業、うなぎ漁業、おいかわ漁業、う

ぐい漁業、あじめどじょう漁業、よしのぼり漁業

免許番号 　　　　　　　　　　　内共第二十七号

関係地区

行使制限統数

漁場の位置及び区域

漁業権者

漁業の名称

加茂郡白川町坂ノ東 6983 番地 6

飛騨川漁業協同組合


